
東京都と公益財団法人東京観光財団では、多摩・島しょ地域で、自然などの地域資源を活用し、旅行者誘致につなげ

る事業を進めています。

このたび、多摩・島しょ地域で新たに体験型・交流型の観光スポット開発等を行う事業に対し、必要な経費の一部助成

等の支援を行う「新たなツーリズム開発支援事業」の募集を開始しますので、是非応募ください。

令和３年度募集

１ 事業の概要

支 援 対 象 者

〇民間事業者、多摩・島しょ地域の観光協会、その他法人等（※）など

※東京都内に登記簿等上の本店又は支店があること（申請時に東京都内に本店・支店が無い場合、

１年目の実績報告までに東京都内に本店又は支店を設立し、登記簿等を提出してください。）
＜個人事業者含む＞

支援対象事業

〇多摩・島しょ地域において、旅行者誘致につながる体験型・交流型の新たなツーリズム

開発を行う事業。地域の資源を活用し、特別感のある体験を創出することで、新たな旅

行者層の誘客を目指します。詳細は以下のとおり。

支 援 内 容

（１）経費の一部助成
・１年目 助成対象と認められる経費の３分の２以内、助成限度額 ５００万円
・２年目 助成対象と認められる経費の２分の１以内、助成限度額 ３７５万円
・３年目 助成対象と認められる経費の３分の１以内、助成限度額 ２５０万円
※助成対象期間は最長３年間とし、１年目の事業実施期間は交付決定日（4月1日予定）から
翌年の3月31日までとします。
※助成金の交付申請は１年ごとに必要となります。

（２）事業プロモーターによる支援
モデルプロジェクトに採択後、事業プロモーターより個別に下記の支援を行います。
・事業実施に向けたアドバイス
・事業の広報実施及び広報計画についての助言



２ 事業の募集

(１)募集期間

令和３年１０月２８日（木）から令和４年１月１２日（水）まで（消印有効）＜持参でも可＞

(２)申請方法

募集要領に基づき、簡易書留により申請書類を送付してください。

■募集要領、申請様式等は、公益財団法人東京観光財団HPからダウンロード

できます。

URL：https://www.tcvb.or.jp/jp/news/2021/1028_4269/index.html

助成対象経費

〇支援対象事業に係る下記の経費

（１）グランピング等の新たな観光スポット開発

①施設運営のための機器・設備・備品等の購入費又は賃借料、②広報費、

③外部向け開所記念事業（オープニングイベント）に要する経費、④不動産賃借料

⑤デザイン・設計費、⑥専門家謝金

（２）新たなにぎわいを創出するイベント

①会場設営に要する経費、②運営委託に要する経費、③広報費、④出演費

※各経費の条件等の詳細は募集要領参照

支援対象期間 令和４年４月１日から最長で令和７年３月３１日まで（最長３年間）

支 援 予 定 数 ３件程度（うち「富裕層」を対象とする事業を１件以上、選定・支援します。）
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◆スケジュール

【問い合わせ先】
（公財）東京観光財団
地域振興部事業課
電話 03-5579-2682
メール chiiki@tcvb.or.jp

【参考】
本事業に関する情報は、こちらのＨＰで発信しています。

「Nature Tokyo Experience」
http://www.naturetokyoexperience.com/

https://www.tcvb.or.jp/jp/news/2021/1028_4269/index.html

